
市町村４－１

調査票４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）　 都道府県名はこちらにのみ入力してください

自動計算されます（確認をお願いします）⇒市区町村数 21

無 無

条　　　例　　　名　　　称
公布日（和暦で日まで

記入してください）
施行日（和暦で日まで

記入してください）

現
在
の
状
況

計　　　　　画　　　　　名 計　画　期　間

女性
活躍
推進

法との
関係

現
在
の
状
況

14 17 4 17

42 201 長崎市 人権男女共同参画室 1 2 1 1 長崎市男女共同参画推進条例 平成14年9月25日 平成14年10月1日 第2次長崎市男女共同参画計画 平成23年5月～平成33年3月 1

42 202 佐世保市 人権男女共同参画課 1 1 1 1
佐世保市男女共同参画によるまちづく
り条例

平成18年3月2日 平成18年3月2日 第2次佐世保市男女共同参画計画 平成25年度～平成29年度 0

42 203 島原市 政策企画課 1 2 1 1 0 第2次島原市男女共同参画計画 平成27年度～平成31年度 0

42 204 諫早市 人権・男女参画課 1 1 1 1 諫早市男女共同参画推進条例 平成25年6月28日 平成25年7月1日 第2次諫早市男女共同参画計画（改訂版） 平成20年度～平成29年度 0

42 205 大村市 男女いきいき推進課 1 1 1 1 0 1

42 207 平戸市 総務課 1 2 0 1 0 平戸市男女共同参画計画 平成28年度～平成33年度 1

42 208 松浦市 総務課 1 2 0 1 0 第2次松浦市男女共同参画計画 平成29年度～平成33年度 1

42 209 対馬市 総務課 1 2 0 1 0 第3次対馬市男女共同参画計画 平成29年度～平成33年度 1

42 210 壱岐市 政策企画課 1 2 1 1 0 第2次壱岐市男女共同参画基本計画 平成29年度～平成38年度 1

42 211 五島市 市民課 1 2 1 1 0 第3次五島市男女共同参画計画 平成29年度～平成33年度 1

42 212 西海市 安全安心課 1 2 1 1 西海市男女共同参画推進審議会条例 平成19年3月30日 平成19年4月1日 西海市男女共同参画基本計画 平成20年度～平成29年度 0

42 213 雲仙市 政策企画課 1 1 1 1 0 第2次雲仙市男女共同参画計画 平成25年度～平成29年度 0

42 214 南島原市 市民サービス課 1 2 1 1 0 第2次南島原市男女共同参画計画 平成25年度～平成29年度 0

42 307 長与町 政策企画課 1 2 1 1 0 長与町第2次男女共同参画計画 平成25年度～平成29年度 0

42 308 時津町 企画財政課 1 2 1 1 0 第2次時津町男女共同参画計画 平成28年度～平成32年度 0

42 321 東彼杵町 総務課 1 2 0 0 1 1

42 322 川棚町 総務課 1 2 0 0 0 0

42 323 波佐見町 企画財政課 1 2 0 0 0 波佐見町男女共同参画計画 平成25年度～平成29年度 0

42 383 小値賀町 総務課 1 2 0 0 0 1

42 391 佐々町 総務課 1 2 1 1 0 第2次佐々町男女共同参画計画 平成29年度～平成33年度 1

42 411 新上五島町 総務課 1 2 1 1 0 新上五島町第2次男女共同参画基本計画 平成26年度～平成30年度 0
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長崎県

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（平成29年4月1日現在で有効なもの）

有



市町村４－２

調査票４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

愛称・通称 郵便番号 住　所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
　
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
　
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

5 0 5 4 1 0 4 1 0

42 201 長崎市
長崎市男女共同参画推進セン
ター

アマランス 850-0874 長崎県長崎市魚の町5番1号 095-826-0018 095-826-2244
https://ngs-
shiminkaikan.jp/

○ ○ ○

42 202 佐世保市
佐世保市男女共同参画推進セン
ター

スピカ 857-0863
長崎県佐世保市三浦町2番3号アルカス
SASEBO2階

0956-23-3828 0956-23-3880
http://www.city.sasebo.l
g.jp/siminseikatu/jinken/
spica.html

○ ○ ○

42 203 島原市

42 204 諫早市
諫早市男女共同参画推進セン
ター

ひと・ひと 854-0016 長崎県諫早市高城町5-25高城会館2階 0957-24-1580 0957-22-9145
http://www.city.isahaya.
nagasaki.jp/

○ ○ ○

42 205 大村市
大村市男女共同参画推進セン
ター

ハートパル 856-0825
長崎県大村市西三城町8番地総合福祉セン
ター3階

0957-54-8715 0957-54-8700
http://www.city.omura.n
agasaki.jp/

○ ○ ○

42 207 平戸市

42 208 松浦市

42 209 対馬市

42 210 壱岐市

42 211 五島市

42 212 西海市

42 213 雲仙市 雲仙市男女共同参画センター 859-1107 長崎県雲仙市吾妻町牛口名714番地 0957-38-3111 0957-38-3514
http://www.city.unzen.na
gasaki.jp/

○ ○ ○

42 214 南島原市

42 307 長与町

42 308 時津町

42 321 東彼杵町

42 322 川棚町

42 323 波佐見町

42 383 小値賀町

42 391 佐々町

42 411 新上五島町

施設
形態

管　理　・　運　営　主　体

所　　　　　在　　　　　地　　　　　等 施設管理

長崎県

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(平　成　29　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名　　称

事業運営

https://ngs-shiminkaikan.jp/#
https://ngs-shiminkaikan.jp/#
http://www.city.sasebo.lg.jp/siminseikatu/jinken/spica.html#
http://www.city.sasebo.lg.jp/siminseikatu/jinken/spica.html#
http://www.city.sasebo.lg.jp/siminseikatu/jinken/spica.html#
http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/#
http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/#
http://www.city.omura.nagasaki.jp/#
http://www.city.omura.nagasaki.jp/#
http://www.city.unzen.nagasaki.jp/#
http://www.city.unzen.nagasaki.jp/#


市町村４－２ (2)

調査票４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 長崎県

名　　称
常
勤

非
常
勤

広
報
啓
発

講
座

相
談
事
業

情
報
収
集

・
提
供

苦
情
処
理

交
流
促
進

企
業
・
N
P
O

と
の
連
携

国
際
交
流

調
査
研
究

その他

5 5 5 3 5 0 3 3 0 1

42 201 長崎市 長崎市男女共同参画推進センター 平成14年10月1日 1 8 3,600 ○ ○ ○ ○ 幼児室・授乳室の設置、センター主催講座における一時保育の実施

42 202 佐世保市 佐世保市男女共同参画推進センター 平成13年3月1日 5 0 2,898 ○ ○ ○ ○ ○

42 203 島原市

42 204 諫早市 諫早市男女共同参画推進センター 平成16年11月1日 4 1 8,393 ○ ○ ○ ○ ○ ○

42 205 大村市 大村市男女共同参画推進センター 平成13年1月4日 2 3 6,907 ○ ○ ○ ○ ○ ○

42 207 平戸市

42 208 松浦市

42 209 対馬市

42 210 壱岐市

42 211 五島市

42 212 西海市

42 213 雲仙市 雲仙市男女共同参画センター 平成19年4月1日 3 0 4,038 ○ ○ ○ ○

42 214 南島原市

42 307 長与町

42 308 時津町

42 321 東彼杵町

42 322 川棚町

42 323 波佐見町

42 383 小値賀町

42 391 佐々町

42 411 新上五島町

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(平　成　29　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

主　　　　な　　　　事　　　　業

都
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設立年月日
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（千円）



市町村４－３

調査票４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　
H列からV列まで※整数のみ入力できます。

うち うち うち うち うち

　
区

長

数

女

性

市

　
区

長

数

女

性

副

市

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

3 13 0 0.0 16 0 0.0 8 0 0.0 7 0 0.0 4,190 196 4.7

42 201 長崎市 H11.9.6 ながさき男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 2 0 0.0 974 98 10.1

42 202 佐世保市 H13.10.2 男女共同参画都市させぼ宣言 2 1 0 0.0 2 0 0.0 610 29 4.8

42 203 島原市 1 0 0.0 1 0 0.0 228 2 0.9

42 204 諫早市 1 0 0.0 2 0 0.0 226 4 1.8

42 205 大村市 1 0 0.0 1 0 0.0 174 15 8.6

42 207 平戸市 1 0 0.0 1 0 0.0 163 0 0.0

42 208 松浦市 1 0 0.0 1 0 0.0 53 1 1.9

42 209 対馬市 1 0 0.0 1 0 0.0 181 7 3.9

42 210 壱岐市 1 0 0.0 1 0 0.0 241 1 0.4

42 211 五島市 1 0 0.0 1 0 0.0 244 11 4.5

42 212 西海市 1 0 0.0 1 0 0.0 88 1 1.1

42 213 雲仙市 1 0 0.0 1 0 0.0 241 4 1.7

42 214 南島原市 1 0 0.0 1 0 0.0 427 4 0.9

42 307 長与町 1 0 0.0 1 0 0.0 50 4 8.0

42 308 時津町 1 0 0.0 1 0 0.0 19 0 0.0

42 321 東彼杵町 1 0 0.0 0 0 0.0 34 0 0.0

42 322 川棚町 1 0 0.0 1 0 0.0 36 0 0.0

42 323 波佐見町 H18.6.1 男女共同参画のまち宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 22 0 0.0

42 383 小値賀町 1 0 0.0 1 0 0.0 32 0 0.0

42 391 佐々町 1 0 0.0 1 0 0.0 32 3 9.4

42 411 新上五島町 1 0 0.0 1 0 0.0 115 12 10.4

長崎県

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言（注１） 首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況
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率

（％）
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市町村４－４

調査票４－４

市区町村別集計項目（女性の登用）No1　

1 2 平成29年5月1日 3

1 1 1

　 　うち うち うち うち うち うち うち うち
を
含
む
数

女
性
委
員

　
　
等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

　
　
等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

　
　
等
数

女
性
委
員

　
　
 

数

女
性
委
員

　
　
 

数

女
性
委
員

530 419 7,141 1,683 23.6 719 592 10,259 2,372 23.1 113 57 892 98 11.0 635 40 6.3 656 40 6.1

小計 708 581 9,930 2,296 23.1 113 57 892 98 11.0

42 201 長崎市 40 平成32年度 117 86 1,466 368 25.1 条例･規則等により設置されている審議会等 100 86 1466 368 25.1 6 2 58 5 8.6 49 4 8.2 50 4 8.0

42 202 佐世保市 40 平成29年度 39 35 433 153 35.3 民間からの登用（充て職除く） 41 37 629 169 26.9 6 2 55 3 5.5 51 3 5.9 52 3 5.8

42 203 島原市  33 23 524 132 25.2 6 3 47 3 6.4 30 1 3.3 31 1 3.2

42 204 諫早市 35 平成29年度 37 37 539 181 33.6 法律、条例、要綱等により設置されている審議会等 29 29 449 144 32.1 6 4 56 5 8.9 36 5 13.9 37 5 13.5

42 205 大村市  44 41 604 148 24.5 6 4 46 9 19.6 41 7 17.1 42 7 16.7

42 207 平戸市 30 平成33年度 46 34 665 114 17.1 地方自治法（第202条の3）に基づく審議会等 46 34 665 114 17.1 6 3 51 4 7.8 39 0 0.0 40 0 0.0

42 208 松浦市 30 平成33年度 56 42 865 200 23.1 法律、条例等により設置する附属機関及び要綱等により設置する審議会等 25 19 308 66 21.4 6 4 55 6 10.9 32 2 6.3 33 2 6.1

42 209 対馬市 20 平成33年度 27 18 511 89 17.4 市が設置する審議会等 20 15 387 76 19.6 5 2 30 3 10.0 34 0 0.0 35 0 0.0

42 210 壱岐市 30 平成38年度 60 40 714 136 19.0 地方自治法第180条の5、地方自治法第202条の3 55 37 639 132 20.7 5 3 75 4 5.3 21 2 9.5 22 2 9.1

42 211 五島市 25 平成33年度  
個別の審議会等についての定めはない。市が係る審議会等について
幅広く把握し、女性委員の登用についての呼びかけを行っていく。 60 48 1,074 228 21.2 6 3 50 5 10.0 34 2 5.9 35 2 5.7

42 212 西海市  36 30 533 122 22.9 5 2 36 4 11.1 37 2 5.4 38 2 5.3

42 213 雲仙市 32 平成29年度 28 25 396 87 22.0 地方自治法（第202条の3）に基づく審議会 28 25 396 87 22.0 5 1 48 1 2.1 38 3 7.9 39 3 7.7

42 214 南島原市 33 平成29年度 43 38 645 127 19.7
地方自治法（第202条の3）に基づく審議会等に要綱・規則等を根拠に
した審議会等を加えたもの 33 30 474 96 20.3 5 2 51 3 5.9 33 2 6.1 34 2 5.9

42 307 長与町 40 平成29年度 32 30 361 115 31.9 地方自治法第202条の3、地方自治法第180条の5 27 26 332 108 32.5 5 4 29 7 24.1 19 1 5.3 20 1 5.0

42 308 時津町  29 24 303 86 28.4 5 3 27 7 25.9 9 2 22.2 10 2 20.0

42 321 東彼杵町  8 6 105 24 22.9 5 3 27 4 14.8 20 3 15.0 21 3 14.3

42 322 川棚町  15 13 171 31 18.1 5 3 28 5 17.9 28 1 3.6 29 1 3.4

42 323 波佐見町  21 16 216 35 16.2 5 3 29 4 13.8 26 0 0.0 27 0 0.0

42 383 小値賀町  13 8 109 17 15.6 5 2 27 5 18.5 15 0 0.0 16 0 0.0

42 391 佐々町 30 平成32年度 20 12 212 39 18.4 特別職の非常勤のうち各種委員 20 12 212 39 18.4 5 2 26 3 11.5 19 0 0.0 20 0 0.0

42 411 新上五島町 35 平成30年度 25 22 334 74 22.2 附属機関、私的諮問機関、推進員等 25 22 334 74 22.2 5 2 41 8 19.5 24 0 0.0 25 0 0.0

女
性
比
率

（％）

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

審
議
会
等
数

（再掲）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

女
性
比
率

（％）

長崎県

総
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（再掲）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）
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性
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（％）
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総
委
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市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
（目標を設定している市区町村のみ記入）

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

調査時点コード 調査時点コード 調査時点コード3 1

地方自治法（第202条の３）に基づく
審議会等における登用状況

調査時点コード 平成29年4月1日
壱岐市：平成29年7月19日、
残り20市町：平成29年4月1

日

調査時点コード 調査時点コード

目標設定の対象である審議会等の範囲



市町村４－４ (2)

調査票４－４

市区町村別集計項目（女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

　 　うち うち うち うち うち うち うち うち
を
含
む
数

女
性
委
員

　
　
等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

　
　
等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

　
　
等
数

女
性
委
員

　
　
 

数

女
性
委
員

　
　
 

数

女
性
委
員

11 11 329 76 23.1 0 0 0 0  

佐世保市 1 1 60 19 31.7

島原市 4 4 98 20 20.4

対馬市 1 1 60 10 16.7

雲仙市 3 3 74 15 20.3

波佐見町 2 2 37 12 32.4

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

（再掲）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

長崎県

都
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府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
（目標を設定している市区町村のみ記入）

目標設定の対象である審議会等の
範囲

地方自治法（第202条の３）に基づく
審議会等における登用状況

（再掲）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数



市町村４－４（3）

調査票４－４

市区町村別集計項目（女性の登用）No3　

1 2 3

1

うち
　

うち
　

うち
　

うち
　

うち
　

うち
　

管
理
職
数

女
性

（
※

）

うち
　女理
　性職
　管数
　（※）

女
性
数

うち
　女
　性
　数

女
性
数

うち
　女
　性
　数

女
性
数

うち
　女
　性
　数

女
性
数

うち
　女
　性
　数

女
性
数

うち
　女
　性
  数

1,452 149 10.3 1,193 110 9.2 205 8 3.9 188 8 4.3 147 7 4.8 126 5 4.0 1,100 134 12.2 879 97 11.0 1,162 232 20.0 918 162 17.6 2,322 539 23.2 1,830 353 19.3

42 201 長崎市 240 27 11.3 201 27 13.4 42 3 7.1 39 3 7.7 35 0 0.0 28 0 0.0 163 24 14.7 134 24 17.9   378 61 16.1 337 52 15.4

42 202 佐世保市 228 24 10.5 173 14 8.1 28 2 7.1 25 2 8.0 51 5 9.8 40 3 7.5 149 17 11.4 108 9 8.3 206 34 16.5 119 18 15.1 246 53 21.5 158 37 23.4

42 203 島原市 37 2 5.4 33 2 6.1 9 0 0.0 9 0 0.0   28 2 7.1 24 2 8.3 29 2 6.9 20 0 0.0 87 18 20.7 67 7 10.4

42 204 諫早市 102 4 3.9 90 4 4.4 9 1 11.1 9 1 11.1 20 0 0.0 19 0 0.0 73 3 4.1 62 3 4.8 89 21 23.6 66 11 16.7 224 56 25.0 181 36 19.9

42 205 大村市 93 11 11.8 93 11 11.8 17 0 0.0 17 0 0.0   76 11 14.5 76 11 14.5 95 15 15.8 95 15 15.8 58 19 32.8 58 19 32.8

42 207 平戸市 108 18 16.7 65 7 10.8 22 0 0.0 15 0 0.0   86 18 20.9 50 7 14.0   99 22 22.2 64 10 15.6

42 208 松浦市 35 5 14.3 26 4 15.4     35 5 14.3 26 4 15.4 57 12 21.1 42 7 16.7 84 28 33.3 54 15 27.8

42 209 対馬市 168 20 11.9 121 13 10.7 17 0 0.0 14 0 0.0 17 0 0.0 15 0 0.0 134 20 14.9 92 13 14.1 151 29 19.2 105 20 19.0 85 19 22.4 57 9 15.8

42 210 壱岐市 62 6 9.7 47 1 2.1 9 0 0.0 9 0 0.0   53 6 11.3 38 1 2.6 37 9 24.3 22 1 4.5 124 45 36.3 63 15 23.8

42 211 五島市 43 2 4.7 35 2 5.7 5 0 0.0 5 0 0.0   38 2 5.3 30 2 6.7 42 4 9.5 33 3 9.1 176 44 25.0 113 16 14.2

42 212 西海市 44 5 11.4 35 3 8.6 9 1 11.1 9 1 11.1   35 4 11.4 26 2 7.7 70 17 24.3 55 9 16.4 129 42 32.6 106 30 28.3

42 213 雲仙市 85 12 14.1 85 12 14.1 11 0 0.0 11 0 0.0 16 1 6.3 16 1 6.3 58 11 19.0 58 11 19.0 171 35 20.5 171 35 20.5 75 17 22.7 75 17 22.7

42 214 南島原市 56 1 1.8 56 1 1.8 10 0 0.0 10 0 0.0 8 1 12.5 8 1 12.5 38 0 0.0 38 0 0.0 79 25 31.6 74 20 27.0 242 45 18.6 231 34 14.7

42 307 長与町 32 4 12.5 32 4 12.5 11 1 9.1 11 1 9.1   21 3 14.3 21 3 14.3 33 13 39.4 33 13 39.4 31 11 35.5 31 11 35.5

42 308 時津町 28 3 10.7 22 2 9.1 6 0 0.0 5 0 0.0   22 3 13.6 17 2 11.8 21 4 19.0 19 4 21.1 41 10 24.4 29 5 17.2

42 321 東彼杵町 12 0 0.0 12 0 0.0     12 0 0.0 12 0 0.0   36 10 27.8 36 10 27.8

42 322 川棚町 13 1 7.7 11 1 9.1     13 1 7.7 11 1 9.1 6 1 16.7 5 0 0.0 27 5 18.5 21 3 14.3

42 323 波佐見町 13 1 7.7 11 1 9.1     13 1 7.7 11 1 9.1   37 10 27.0 24 6 25.0

42 383 小値賀町 9 0 0.0 9 0 0.0     9 0 0.0 9 0 0.0 7 1 14.3 7 1 14.3 20 1 5.0 19 1 5.3

42 391 佐々町 10 1 10.0 9 0 0.0     10 1 10.0 9 0 0.0 15 3 20.0 12 1 8.3 22 5 22.7 16 3 18.8

42 411 新上五島町 34 2 5.9 27 1 3.7     34 2 5.9 27 1 3.7 54 7 13.0 40 4 10.0 101 18 17.8 90 17 18.9

女
性
比
率

（％）

次
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

課
長
相
当
職

管　　　　理　　　　職　　　　の　　　　在　　　　職　　　　　状　　　　況 職　　務　　上　　の　　地　　位　　別　　職　　員　　在　　職　　状　　況

女
性
比
率

（％）
（※）

うち一般行政職

管
理
職
総
数

（※）

部
局
長
相
当
職
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名

女
性
比
率

（％）

係
長
相
当
職

うち一般行政職

課
長
補
佐
相
当
職

女
性
比
率

（％）

管
理
職
総
数

（
※

）

長崎県

うち一般行政職

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

課
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

係
長
相
当
職

課
長
補
佐
相
当
職

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職 うち一般行政職

女
性
比
率

（％）
（※）

部
局
長
相
当
職

次
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

調査時点コード 平成29年4月1日 平成29年5月1日

調査時点コード



市町村４－５

調査票４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 長崎県

1 平成29年4月1日 2 平成29年5月1日 3 1日、残り20市町：平成29年4月1日

調査時点コード 3

問１ 問２ 問３ 問５

議　　会　　名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
　　運用上認めている
３．その他

１．標準都道府県会議規則と同
様
２．標準市議会会議規則又は
　　標準町村議会会議規則と同
様
３．その他

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

1の合計 18 2 1 1 0 0 0 1 1

2の合計 0 16 17 1 1 1 1 3 0

3の合計 3 0 19 20 20 20 17 20

42 201 長崎市 長崎市議会 1 2 2 3 3 3 3 3 3

42 202 佐世保市 佐世保市議会 1 2 2 3 3 3 3 3 3

42 203 島原市 島原市議会 1 2 2 3 3 3 3 3 3

42 204 諫早市 諫早市議会 1 1 2 3 3 3 3 1 1
諫早市議会会議規則　第2条
　議員は、疾病、出産、災害その他やむを得ない理由により出席できないとき又は遅参し、若しくは早退しようとするときは、その理由を付
け、あらかじめ議長に届け出なければならない。

42 205 大村市 大村市議会 1 1 2 3 3 3 3 3 3

42 207 平戸市 平戸市議会 1 2 2 3 3 3 3 3 3

42 208 松浦市 松浦市議会 1 2 1 3 3 3 3 3 3

42 209 対馬市 対馬市議会 1 2 2 3 3 3 3 3 3

42 210 壱岐市 壱岐市議会 1 2 2 3 3 3 3 3 3

42 211 五島市 五島市議会 1 2 2 3 3 3 3 2 3

42 212 西海市 西海市議会 1 2 2 2 2 2 2 2 3

42 213 雲仙市 雲仙市議会 1 2 2 3 3 3 3 3 3

42 214 南島原市 南島原市議会 3 3 3 3 3 3 3

42 307 長与町 長与町議会 1 2 2 1 3 3 3 3 3
長与町議会会議規則　第2条第2項
　議員及び配偶者の出産のため、出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

42 308 時津町 時津町議会 1 2 2 3 3 3 3 3 3

42 321 東彼杵町 東彼杵町議会 3 3 3 3 3 3 3

42 322 川棚町 川棚町議会 1 2 2 3 3 3 3 2 3

42 323 波佐見町 波佐見町議会 3 3 3 3 3 3 3

42 383 小値賀町 小値賀町議会 1 2 2 3 3 3 3 3 3

42 391 佐々町 佐々町議会 1 2 2 3 3 3 3 3 3

42 411 新上五島町 新上五島町議会 1 2 2 3 3 3 3 3 3

問４

仕事と生活の調和の観点からの欠席事由について、以下の事由に
ついて１～３のうちいずれか一つに○をつけてください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、
　　　　運用上認めている
　　３．その他

問４．で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。※別添の場合は、（別添）と記入

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

問１．で、１．を選択した場合
「欠席事由として明記した規定」と
はどのような規定か。１～３のうち
いずれか一つを選択してくださ
い。

問１．で、１．を選択した場合
「欠席事由として明記した規定」
はいつ制定されましたか。１～２
のうちいずれか一つを選択してく
ださい。

調査時点

議員の出産を欠席事由として
明記した規定（産休を含む）が
あるか。１～３のいずれか一
つを選択してください。
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